
平成２４年 ４月１７日更新

 検査機器 ＮａＩ ＮａＩ（ＴＩ）シンチレーションスペクトロメータ－

Ｇｅ ゲルマニウム半導体検出器

試験日 区分 商品名

セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計

1 4月9日 青果 埼玉県 小松菜 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

2 4月10日 牛乳 北海道
maruetsu365

特選北海道直送牛乳1ℓ（期限4/21）
Ｇｅ 検出せず 検出せず 検出せず

3 4月10日 牛乳 北海道
maruetsu365

特選北海道直送牛乳1ℓ（期限4/22）
Ｇｅ 検出せず 検出せず 検出せず

4 4月10日 鮮魚 岩手県 なめたかれい ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

5 4月10日 鮮魚 房総沖 真いわし ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

6 4月10日 鮮魚 北海道 生にしん（加工4/10） ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

7 4月10日 鮮魚 北海道 かすべ ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

8 4月11日 精肉 鹿児島県 黒毛和牛JP0844356622 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

9 4月11日 精肉 鹿児島県 黒毛和牛ＪＰ249781364 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

10 4月11日 精肉 千葉県 国産牛交雑種JP1256777586 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

11 4月11日 精肉 栃木県 国産牛交雑種JP1257699757 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

12 4月12日 青果 埼玉県 かぶ ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

13 4月12日 青果 埼玉県 長ネギ ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

14 4月12日 牛乳 北海道
maruetsu365

特選北海道直送牛乳1ℓ（期限4/23）
Ｇｅ 検出せず 検出せず 検出せず

15 4月12日 牛乳 北海道
maruetsu365

特選北海道直送牛乳1ℓ（期限4/24）
Ｇｅ 検出せず 検出せず 検出せず

16 4月12日 飲料水　 福島県
maruetsu365

透明でとけにくい氷１．１ｋｇ（期限2013年4/8）
Ｇｅ 検出せず 検出せず 検出せず

17 4月12日 飲料水　 福島県
maruetsu365

透明でとけにくい氷１．１ｋｇ（期限2013年4/9）
Ｇｅ 検出せず 検出せず 検出せず

18 4月13日 鮮魚 長崎県 真あじ ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

19 4月13日 鮮魚 北海道 生にしん（加工4/13） ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

20 4月13日 鮮魚 北海道 真がれい（加工4/12） ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

21 4月13日 鮮魚 愛知県 あゆ（養殖） ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

19 4月14日 鮮魚 岩手県 早煮昆布 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

20 4月14日 鮮魚 宮城県 生わかめ ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

21 4月14日 鮮魚 北海道 真がれい（加工4/13） ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

22 4月14日 鮮魚 北海道 つぶ貝 ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

23 4月14日 精肉 鹿児島県 黒豚ももかたまり ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

24 4月14日 精肉 国産 豚肉ももかたまり ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

25 4月14日 精肉 神奈川県 相模もち豚ももかたまり ＮａＩ 検出せず 検出せず 検出せず

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして　検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に

　 対する結果を意味するものではありません。

取扱食品の放射性物質　自主検査結果報告書

＜試験方法等＞
（１）一般食品のスクリーニング検査について
　　　NaI（ＴＩ）シンチレーションスペクトロメーターを使用し、一般食品について検査します。
（２）ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査（検査機関：日本冷凍食品検査協会）
　①一般食品のスクリーニング検査で測定値が25Bq/Kgを超えた場合は、ゲルマニウム半導体検出器を用いて確定
　　 検査を行います。
　②飲料水、牛乳はゲルマニウム半導体検出器を用いて確定検査を行います。
※厚生労働省3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に則し、また3/15発信の「食品中
　 の放射性物質の試験法について」に準じて実施しています。

<検査結果の見方>
（１）スクリーニング検査における「検出せず」とは、測定下限値未満のことです。測定下限値とは最終的に分析
　　 として測定できる最小値で、当社のスクリーニング検査では 25Ｂｑ/ｋｇを測定する場合の最下限値としています。
（２）ゲルマニウム半導体検出器の検査における「検出せず」とは検出限界値未満のことです。検出限界値とは、使用
　　 するゲルマニウム機器にて放射性物質が含まれていることがわかる検出可能値をいいます。その限界値は飲料
     水が2Bq/kg、牛乳が10Bq/kgです。

No
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検査
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備考放射性セシウム

試験結果(単位：ベクレル/Kg)

（単位：ベクレル/kg）

食品区分 基準値

飲料水 10 2

牛乳 50 10

一般食品 100 25

食品衛生法規格
当社基準値


